
育児相談
保護者や子供の交流の場にもなっています。　内容身体測定・保健
師等の相談　持ち物母子健康手帳

プレママ・パパ交流会（予約制）
「赤ちゃんといる生活ってどんな生活なのかな」「出産に向けて
何を準備したらいいんだろう」など、先輩ママ・パパや赤ちゃん
（生後1～3か月）と、情報交換や交流ができます。
日程・場所 9月17日㈫・浅草保健相談センター、9月28日㈯・台東
保健所　時間午後3時～3時30分　対象区内在住の妊婦とそのパー
トナー　定員10組程度（先着順）
申込方法 電話で下記問合せ先（開催場所）へ

プレママ・パパ交流会、育児相談

問合せ 台東保健所保健サービス課☎（3847）9497
浅草保健相談センター☎（3844）8172

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時 場所

9月3日㈫午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
谷中分室

9月5日㈭午後1時30分～2時30分 生涯学習センター
（はばたき21）

9月11日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
9月13日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
9月19日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
9月20日㈮午前10時～11時 今戸児童館
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時（受付は午前10時～10時15分） 場所
9月18日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
9月24日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時 場所

9月17日㈫午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター
9月28日㈯午後1時30分～3時30分 台東保健所

（3）　令和元（2019）年　8月20日 第1235号

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずご相談ください。
▷日時　月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847－3611〉

▽
場
所　

Ｊ
Ｒ
上
野
駅
コ
ン
コ
ー
ス

　
（
ガ
レ
リ
ア
）

▽
内
容　

第
１
部 

式
典
、
第
２
部 

都

立
白
鷗
高
校
吹
奏
楽
部
に
よ
る
演
奏

▽
問
合
せ　

生
活
安
全
推
進
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
０
４
４

子
育
て
・
教
育

子
育
て
心
理
相
談
（
予
約
制
）

　
「
子
供
や
家
族
の
こ
と
で
イ
ラ
イ
ラ

し
て
し
ま
う
」「
自
分
に
、
子
育
て
に

自
信
が
も
て
な
い
」「
出
産
後
、
気
分

が
落
ち
込
み
が
ち
」
な
ど
、
保
護
者
の

相
談
を
専
門
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
お
受
け

し
ま
す
。

▽
日
程　

①
９
月
18
日
㈬

　

②
９
月
24
日
㈫

▽
時
間　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

（
１
人
30
分
程
度
）

▽
対
象　

区
内
在
住
で
、
就
学
前
ま
で

の
子
供
を
育
て
て
い
る
方

▽
場
所
・
申
込
み
・
問
合
せ

①
浅
草
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
３
８
４
４
）
８
１
７
２

②
台
東
保
健
所
保
健
サ
ー
ビ
ス
課

　

☎
（
３
８
４
７
）
９
４
９
７

幼
児
食
へ
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ

プ
教
室
（
予
約
制
）

▽
日
時　

９
月
27
日
㈮

　

午
前
11
時
～
正
午

▽
場
所　

台
東
保
健
所
３
階
大
会
議
室

▽
対
象　

区
内
在
住
の
平
成
30
年
３
～

８
月
生
ま
れ
の
子
供
の
保
護
者
（
原

則
第
１
子
、
初
め
て
参
加
す
る
方
優

先
）　

▽
定
員　

25
人
（
先
着
順
）

▽
内
容　

離
乳
食
か
ら
幼
児
食
へ
ス
テ

ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
頃
の
ポ
イ
ン
ト
、

試
食
（
保
護
者
の
み
）

▽
持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

▽
申
込
開
始
日
時　

８
月
20
日
㈫

　

午
前
９
時　

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

台
東
保
健
所
保

「
は
か
り
」
の
定
期
検
査
を

行
い
ま
す

　

商
店
や
事
業
所
、
医
療
機
関
等
で
取

引
や
証
明
に
使
用
す
る
「
は
か
り
」
は
、

２
年
に
１
度
の
定
期
検
査
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

検
査
は
、
東
京
都
か
ら
指
定
を
受
け

た
（
一
社
）
東
京
都
計
量
協
会
が
事
前

に
通
知
し
た
う
え
で
、
事
業
所
ま
で
伺

っ
て
行
い
ま
す
。

▽
期
間　

９
月
20
日
㈮
～
11
月
７
日
㈭

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

▽
問
合
せ　

東
京
都
計
量
検
定
所
検
査

課
☎
（
５
６
１
７
）
６
６
３
８

　

台
東
区
く
ら
し
の
相
談
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
１
４
４

台
東
区
暴
力
団
追
放
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン

▽
日
時　

９
月
７
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

健
サ
ー
ビ
ス
課

　

☎
（
３
８
４
７
）
９
４
４
０

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
会
員
募
集

　

子
供
を
預
け
た
い
方
（
依
頼
会
員
）

と
預
か
っ
て
く
だ
さ
る
方
（
提
供
会

員
）
を
登
録
し
、
依
頼
に
応
じ
て
提
供

会
員
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

活
動
終
了
後
、
依
頼
会
員
か
ら
提
供

会
員
に
謝
礼
と
実
費
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

▽
活
動
内
容　

保
育
施
設
・
習
い
事
へ

の
送
迎
、
提
供
会
員
宅
で
の
預
か
り

※
会
員
同
士
で
相
談
の
上
、
子
ど
も
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
・
児
童
館
・
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
こ
ど
も
室
（
一
般
開

放
日
の
み
）
な
ど
の
児
童
関
係
施
設

を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
お
泊
り
サ
ポ
ー
ト
（
宿
泊
預
か
り
）

も
行
っ
て
い
ま
す
（
利
用
条
件
あ
り
）。 

・
依
頼
会
員
入
会
説
明
会
（
予
約
制
）

▽
日
時　

９
月
９
日
㈪
、
10
月
４
日
㈮

午
前
９
時
45
分
～
11
時
30
分

・
提
供
会
員
入
会
説
明
会
・
登
録
時
講

習
会
（
予
約
制
）

▽
日
時　

９
月
９
日
㈪
、
10
月
４
日
㈮

　

午
前
９
時
45
分
～
午
後
０
時
30
分

▽
場
所　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
車
で

の
来
場
不
可
）

※
託
児
あ
り
（
要
予
約
）

▽
申
込
締
切
日　

各
開
催
日
の
前
日

　
（
土
・
日
曜
日
・
祝
休
日
を
除
く
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

台
東
区
社
会
福

祉
協
議
会

　

☎
（
５
８
２
８
）
７
５
４
８

ひ
き
こ
も
り
相
談
窓
口
を
開

設
し
て
い
ま
す

　

臨
床
心
理
士
が
ひ
き
こ
も
り
に
つ
い

て
助
言
、
相
談
を
行
い
ま
す
。

▽
受
付
時
間　

月
～
土
曜
日

　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

▽
実
施
内
容　

電
話
相
談
お
よ
び
訪
問

　

・
来
所
相
談

▽
対
象　

39
歳
ま
で
の
ひ
き
こ
も
り
等

の
状
態
に
あ
る
方
と
そ
の
家
族

▽
費
用　

無
料
（
回
数
上
限
あ
り
）

※
相
談
受
付
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
（
茗
荷
谷
ク
ラ
ブ
）　

　

☎
（
３
９
４
１
）
１
６
１
３　

▽
問
合
せ　

子
育
て
・
若
者
支
援
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
３
４
１

　介護保険の要介護（要支援）認定の申請から、サービス利用までの流れは原則下図のとおりです。
詳しくは下記へご相談ください。
問合せ介護保険課介護認定担当（区役所2階④番）☎（5246）1245
地域包括支援センター　あさくさ☎（3873）8088　やなか☎（3822）1556
みのわ☎（3874）9861　くらまえ☎（3862）2175　まつがや☎（3845）6505
たいとう☎（5846）4510　ほうらい☎（5824）5626

介護保険サービスの利用手続きをご存じですか

申
請
か
ら

要
介
護
認
定
ま
で

調査員による訪問調査の実施 ・ 医師による主治医意見書

本人・家族などによる申請
（区または地域包括支援センターで受付）

地域包括支援センター
（区内7か所） に相談

居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー） に相談

訪問介護・訪問看護・通所介護・ショー
トステイ・福祉用具購入費支給・住宅改
修費支給・地域密着型サービス（例グルー
プホーム）など

（※1）非該当の方も、身体状況等を確認する基本チェックリストの判定結果によって、介護予防・
生活支援サービス事業を利用することが可能です。　（※2）要介護度によっては利用できないサー
ビスがありますので、区・地域包括支援センター・ケアマネジャーにご相談ください。

特別養護老人ホーム、
老人保健施設、介護
療養型医療施設

利
用
で
き
る

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

申
込
み
や

相
談

介護認定審査会で要介護（支援）度を判定
要支援 1・2非該当 要介護 1～ 5

介護保険（※2）総合事業

詳しくは、地域包括支援セ
ンターにご相談ください。

介護サービス 施設サービス介護予防サービス一般介護予防
事業

介護予防・生
活支援サービ
ス事業

一人ひとりに合ったケアプラン（※1）

９
月
は
東
京
都
の

自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

●
こ
こ
ろ
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ

　

自
殺
者
の
多
く
は
、
自
殺
す
る
前

に
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
出
し
て
い
ま
す
。「
死

ん
で
し
ま
い
た
い
」
と
深
く
悩
ん
で

い
る
と
同
時
に
「
助
け
て
ほ
し
い
」

と
周
囲
に
訴
え
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
気
付
き
が
自
殺
防
止
の

第
一
歩
で
す
。

●
こ
こ
ろ
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
に
気
付
い
た
ら

①
声
を
か
け
る　

周
り
の
友
人
や
家

族
・
同
僚
の
悩
み
が
あ
り
そ
う
な

様
子
に
気
付
い
た
ら
、
体
調
の
こ

と
等
を
切
り
口
に
、
一
言
声
を
か

け
て
み
ま
し
ょ
う
。

②
話
を
よ
く
聴
く　

今
ま
で
何
と
か

乗
り
切
ろ
う
と
頑
張
っ
て
き
た
人

で
す
。
本
人
を
責
め
た
り
、
励
ま

し
た
り
、
世
間
一
般
の
常
識
を
押

し
付
け
た
り
す
る
こ
と
は
避
け
ま

し
ょ
う
。
相
手
の
話
を
受
け
止
め

て
、
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
伝
え

て
み
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
可
能

で
あ
れ
ば
自
殺
を
し
な
い
約
束
を

し
て
く
だ
さ
い
。
自
殺
予
防
に
有

効
で
す
。

③
相
談
機
関
へ
つ
な
げ
る　

ひ
と
り

で
不
安
や
心
配
事
を
抱
え
込
ま
ず

に
、
相
談
で
き
る
窓
口
が
あ
る
こ

と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
さ
ま
ざ

ま
な
専
門
の
相
談
機
関
が
あ
り
ま

す
。

●
１
人
で
抱
え
込
ま
ず
に
相
談
を

・
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
（
精
神
科
医

に
よ
る
相
談
）

　

台
東
保
健
所
保
健
サ
ー
ビ
ス
課

　

☎
（
３
８
４
７
）
９
４
９
７

　

浅
草
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
３
８
４
４
）
８
１
７
１

・
東
京
い
の
ち
の
電
話

　

☎
（
３
２
６
４
）
４
３
４
３

・
東
京
自
殺
防
止
セ
ン
タ
ー

　

☎
（
５
２
８
６
）
９
０
９
０

・
東
京
都
夜
間
こ
こ
ろ
の
電
話
相
談

　

☎
（
５
１
５
５
）
５
０
２
８

・
東
京
都
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相
談
「
相
談
ほ

っ
と
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
＠
東
京
」（
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
の
「
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
」
か

ら
検
索
す
る
か
、

Q
R
コ
ー
ド
か
ら

友
達
登
録
を
し
て

利
用
で
き
ま
す
）

●
暮
ら
し
と
こ
こ
ろ
の
総
合
相
談
会

　

さ
ま
ざ
ま
な
生
活
面
の
問
題
や
こ

こ
ろ
の
健
康
に
つ
い
て
、専
門
家（
弁

護
士
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
職
員
・
生
活

保
護
相
談
員
・
保
健
師
）
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。

▽
日
時　

９
月
12
日
㈭
・
13
日
㈮
午

後
１
時
～
５
時
（
受
付
は
４
時
30

分
ま
で
）

▽
場
所　

台
東
保
健
所
３
階
大
会
議

室

　

台
東
区
の
自
殺
死
亡
率
は
、
都
内
で
も
高
い
状
況
で
す
。
自
殺
は
、

個
人
的
な
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
健
康
・
家
庭
・
経
済
・
生
活
問
題

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
末
に
起
こ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
自
殺
は
、
本
人
が
発
す
る
サ
イ
ン
に
気
付
き
、
適

切
な
対
応
を
と
れ
ば
、
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

相談・
問合せ
台
東
保
健
所
保
健
予
防
課

☎
（
３
８
４
７
）
９
４
０
５

広報

ⓒBANDAI


